
  さいたま都市計画地区計画の変更 

さいたま都市計画大宮駅前桜木町地区地区計画を次のように変更する。 

    名    称   大宮駅前桜木町地区地区計画

    位    置   さいたま市大宮区桜木町１丁目、桜木町２丁目及び錦町の各一部

    面    積   約１４．８ｈａ

  区 域 の 整 備 ・ 開 発

  及 び 保 全 の 方 針

  本地区は、大宮駅西口に位置した商業・業務地であり、大宮駅前

 西口地区土地区画整理事業及び大宮駅西口第２土地区画整理事業施

 行済の区域を含む地区であり、道路等の公共施設及び宅地の整備が

 なされている。

  この地区は、埼玉中枢都市圏の都心地区として埼玉県の産業、文

 化の拠点といえる産業文化センター及び大宮情報文化センター等が

 立地し、高次の商業・業務・情報国際交流等の諸機能を中心とする

 多様な高密度市街化が見込まれるため、地区計画の策定により、建

 築物の共同化を誘導するとともに、建築物周辺の空間を道路側に設

 ける等により、ゆとりある都市空間の創出を図ることを目的とする。

   ただし、壁面の位置の制限部分の土地利用については、歩行者空

 間として前面道路と一体的な効用を図ることとする。

   また、健全な商業・業務地として適正かつ合理的な高度利用を促

 進し、駅前地区にふさわしい建築物等の形態又は意匠を整え、都市

 景観の形成保持を目標とする。
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区分の名称 Ａ 地 区

区分の面積 約０．６ｈａ

建築物等の用途の

制限

  地区整備計画図に表示する道路に接する敷地にある建築物の１階部
 分のうち当該道路に面する部分は、次の各号に掲げる建築物は建築し
 てはならない。
 ①  住宅
 ②  共同住宅、寄宿舎または下宿
 ③  工場(ただし、建築基準法施行令第１３０条の６に規定するものを
    除く。)
 ④ 倉庫業を営む倉庫

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最高限度

  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、次の表の（イ）欄に
掲げる敷地面積の区分に応じ、同表（ロ）欄に掲げる数値以下でなければな
らない。

      (イ)     (ロ)

  敷地面積（単位㎡）    割 合

       ２５０以上   ６０／１０

 １００以上２５０未満   ５０／１０

           １００未満   ４５／１０

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最低限度
２０／１０

建築物の建築面積

の敷地面積に対す

る割合の最高限度

７／１０

  ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法

 第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物にあっては８／１０、

 同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第６項第１号に該当す

 る建築物にあっては９／１０とする。

建築物の敷地面積

の最低限度 １００㎡

壁面の位置の制限
   建築物の１階部分の外壁又はこれに代わる柱は、地区整備計画図に

 表示する壁面の位置の制限部分を越えて建築してはならない。
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区分の名称 Ｂ 地 区 Ｃ 地 区

区分の面積 約２．２ｈａ 約０．６ｈａ

 建築物等の用途の

 制限

  地区整備計画図に表示する道路に接する敷地にある建築物の１階部
 分のうち当該道路に面する部分は、次の各号に掲げる建築物は建築し
 てはならない。
 ①  住宅
 ②  共同住宅、寄宿舎または下宿
 ③  倉庫業を営む倉庫

 建築物の延べ面積

 の敷地面積に対す

 る割合の最高限度

  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、次の表の（イ）欄に
 掲げる敷地面積の区分に応じ、同表（ロ）欄に掲げる数値以下でなければ
 ならない。

    (イ)   (ロ)     (イ)   (ロ)

敷地面積 (単位㎡)  割 合 敷地面積 (単位㎡)  割 合

     250以上  60／10      100以上  50／10

 100以上 250未満  50／10      100未満  45／10

         100未満  45／10

 建築物の延べ面積

 の敷地面積に対す

 る割合の最低限度

２０／１０

 建築物の建築面積

 の敷地面積に対す

 る割合の最高限度

７／１０

  ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法

 第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物にあっては８／１０、

 同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第６項第１号に該当す

 る建築物にあっては９／１０とする。

 建築物の敷地面積

 の最低限度
２００㎡

 壁面の位置の制限

   建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区整備計画図に表示する壁

 面の位置の制限部分を越えて建築してはならない。



地

区

整

備

計

画

位   置   さいたま市大宮区桜木町１丁目の一部

面   積   約４．９ｈａ

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

地区 

の 

区分

区分の名称 Ｄ 地 区 Ｅ 地 区

区分の面積 約０．６ｈａ 約０．９ｈａ

建築物等の用途の

制限

  地区整備計画図に表示する道路に接する敷地にある建築物の１階部
 分のうち当該道路に面する部分は、次の各号に掲げる建築物を建築し
 てはならない。
 ①  住宅
 ②  共同住宅、寄宿舎または下宿
 ③  工場(ただし、建築基準法施行令第１３０条の６に規定するものを
   除く。)
 ④ 倉庫業を営む倉庫

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最高限度

  建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、次の表の（イ）欄に
 掲げる敷地面積の区分に応じ、同表（ロ）欄に掲げる数値以下でなければ
 ならない。

    (イ)   (ロ)     (イ)   (ロ)

敷地面積 (単位㎡)  割 合 敷地面積 (単位㎡)  割 合

     250以上  70／10      250以上  60／10

 100以上 250未満  60／10  100以上 250未満  50／10

         100未満  55／10          100未満  45／10

建築物の延べ面積

の敷地面積に対す

る割合の最低限度

２０／１０

建築物の建築面積

の敷地面積に対す

る割合の最高限度

７／１０

  ただし、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、建築基準法
 第５３条第３項各号のいずれかに該当する建築物にあっては８／１０、
 同項各号のいずれにも該当する建築物又は同条第６項第１号に該当す
 る建築物にあっては９／１０とする。

建築物の敷地面積

の最低限度 １００㎡ ２００㎡

壁面の位置の制限
   建築物の外壁又はこれに代わる柱は、地区整備計画図に表示する壁

 面の位置の制限部分を越えて建築してはならない。

理 由  建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法律第６７号）による建築基準法の一部改正

に伴い、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度について変更を行うものである。 


